
1981年出上の木簡

奈
良
・
平
城
宮
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
市
佐
紀
町

・
北
新
町

。
法
華
寺
町

２
　
調
査
期
間
　
　
東
院
地
区
　
一
九
八

一
年
（昭
５６
）
一
月
を
六
月
、
内
裏
北

方
官
衛
地
区
　
同
年
四
月
―
七
月
、
宮
城
南
面
西
門
地
区

同
年

一
一
月
ぞ
八
二
年
二
月
、
第

一
次
朝
堂
院
地
区

同
年

一
月
を
四
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
官
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
岡
田
英
男

５
　
迫退
跡
の
種
類
　
官
殿

・
官
衝
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
を
平
安
時
代
初
期

７
　
迫退
跡
及
び
木
衝
出
土
遺
構
の
概
要

平
城
官
跡
内
で
は
、
本
誌
第
三
号
以
降
こ
れ
ま
で
に
、
五
箇
所
の
調
査
地
区

か
ら
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
。
第

一
三
〇
次
調
査

（朱
雀
門
東
方
南
面
大
垣
地
区
）

で
も
木
筒
二
点
が
出
土
し
て
い
る
が
、
断
簡
な
の
で
収
録
し
な
か
っ
た
。

一　
東
院
地
区

（第
一
二
八
次
調
査
）

調
査
地
は
平
城
官
東
部
に
あ
る
張
出
部
で
、
そ
の
西
辺
区
域
の
中
央
よ
り
南

寄
り
の
地
域
で
あ
る
。
こ
の
北
隣
り
は
第
二
二
次
南
調
査
と
し
て
、
西
隣
り
は

第

一
〇
四
次
調
査
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

検
出
し
た
遺
構
は
掘
立
柱
建
物

・
掘
立
柱
塀

・
築
地
塀

・
井
戸

・
溝
な
ど
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
Ａ
を
Ｄ
期
の
四
期
に
大
別
で
き
、
各
時
期
は
さ
ら
に
Ａ．
を
Ａ３
ヽ

Ｂｌ
ｉ
Ｂ３
ヽ
Ｃと
を
Ｃ４
の
小
期
に
細
分
で
き
る
。
Ａ
ｉ
Ｄ
期
に
一
応
の
年
代
比
定
を

し
て
お
く
と
、
Ａ
期
は
和
銅
創
建
以
後
、
Ｂ
期
は
奈
良
時
代
中
頃
、
Ｃ
期
は
奈

良
時
代
末
期
、
Ｄ
期
は
平
安
時
代
で
あ
る
。

遺
構
の
変
遷
を
見
る
と
、
Ａ
期
に
は
自
然
地
形
を
利
用
し
て
東
北
か
ら
西
南

へ
流
れ
る
斜
行
溝
を
中
心
と
し
て
水
路
を
掘
り
、
Ａ３
期
に
建
物
が
建
ち
始
め
る
。

Ｂ
期
に
は
調
査
区
中
央
に
こ
の
地
域
を
区
画
す
る
南
北
方
向
の
掘
立
柱
塀
を
造

り
、
建
物
の
数
も
多
く
な
る
。
Ｃ
期
に
な
る
と
、
Ｂ
期
の
南
北
掘
立
柱
塀
を
築

地
塀
に
造
り
替
え
、
築
地
の
西
側
は
小
子
部
門
（東
張
出
部
南
面
西
端
の
問
）
か
ら

北
進
す
る
道
路
と
な
り
、
東
に
は
井
戸
や
建
物
が
造
ら
れ
る
。

木
筒
は
Ａ
ｉ
Ｃ
期
の
溝
八
個
所
、
土
羨

一
個
所
か
ら
総
計
七
四
点
出
上
し
た
。

二
　
内
一異
北
方
官
衝
地
区

（第
一
二
九
次
調
査
）

平
城
宮
の
内
裏
は
東
西

一
八
〇
ｍ
、
南
北

一
九
〇
ｍ
の
内
郭
部
分
と
さ
ら
に

そ
れ
を
外
か
ら
大
き
く
築
地
で
取
り
囲
ん
だ
外
郭
か
ら
な
る
。
今
回
調
査
し
た

の
は
内
裏
北
外
郭
地
域
の
東
北
方
で
、
宮
北
面
大
垣
の
す
ぐ
南
、
水
上
池
の
堤

の
南
方
の
地
域
で
あ
る
。

検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
掘
立
柱
建
物
、
掘
立
柱
塀
、
溝
、
井
戸
、
焼
土
ピ
ッ

ト
、
土
羨
等
で
あ
る
。
遺
構
は
Ａ
？
Ｅ
期
の
五
期
に
大
別
で
き
、
そ
れ
ら
は
Ａ

期
Ｈ
平
城
宮
造
営
以
前
、
Ｂ
期
＝
和
銅
を
天
平
前
半
、
Ｃ
期
＝
天
平
後
半
ｉ
天

平
宝
字
、
Ｄ
期
＝
天
平
宝
字
を
奈
良
末
期
、
Ｅ
期
＝
平
安
初
期
に
比
定
で
き
る
。

こ
の
地
域
に
整
然
と
し
た
配
置
の
建
物
が
造
ら
れ
本
格
的
に
利
用
さ
れ
始
め



る
の
は
Ｃ
期
以
降
の
こ
と
で
、
Ｂ
期
以
前
に
は
い
く
つ
か
の
溝
と
土
羨
が
あ
る

だ
け
で
あ
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
の
は
官
域
東
部
の
基
幹
排
水
路
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
Ｂ
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
溝
は
す
で
に
第
二

一
次
調
査
に
お
い
て
そ
の
下
流
部
を
検
出
し
、第 1図 平城宮木簡出土地点図

EI]既発掘地

歴瓢 1981年度発掘地

。 木簡出土地
▼ 1981年度木簡出土地

第 2図 平城官南面西問 (第133次)木簡出土遺構配置図 (荻字は木簡出土点数)



198二年出上の木簡

宮
内
省
関
係
の
も
の
を
含
む
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
本
調
査
区
内
で
は
溝
の

流
路
に
は
二
時
期
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
。
Ｂ
期
の
旧
溝
は
比
較
的
短
期
間
で

埋
め
ら
れ
、
Ｃ
期
に
新
溝
が
掘
削
さ
れ
る
。
新
溝
は
旧
溝
の
東
に
つ
け
ら
れ
、

緩
く
カ
ー
ブ
し
な
が
ら
南
流
し
て
発
掘
区
の
南
端
で
旧
溝
の
流
路

と
合
体

す

る
。
溝
は
現
水
路
が
側
を
流
れ
て
い
る
た
め
一
部
し
か
完
掘
で
き
な
か
っ
た
が
、

最
大
幅
二

・
二
ｍ
、
深
さ

一
・
五
ｍ
を

一
・
七
ｍ
の
素
掘
り
で
あ
る
。
堆
積
土

は
上
中
下
の
三
層
に
大
別
で
き
、
上
層
は
一
〇
世
紀
か
ら
中
近
世
ま
で
の
土
器

を
含
み
、
こ
の
溝
の
存
続
し
た
時
期
が
知
ら
れ
る
。

木
簡
の
出
土
総
数
は
一
七

一
点
で
、
す
べ
て
下
層
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ

る
。
内
容
で
は
女
需
の
歴
名
な
ど
女
官
に
関
す
る
も
の
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た

共
伴
し
た
大
型
の
須
恵
器
蓋
に
は
天
平

一
八
年
の
年
紀
と
皇
后
官
職
少
属
川
原

蔵
人
凡
の
名
前
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
地
域
の
建
物
と
後
官
あ
る
い

は
皇
后
官
職
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

〓
一　
官
城
南
面
西
門

（若
犬
養
門
）
地
区

（第
一
三
二
次
調
査
）

調
査
地
は
平
城
宮
南
面
西
門
地
区
で
、
検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
南
面
西
門

Ｓ
Ｂ

一
〇
二
〇
〇
、
そ
の
両
側
の
南
面
大
垣
の
築
地
Ｓ
Ａ

一
二
〇
〇
、
大
垣
外

側
の
二
条
大
路
の
北
側
溝
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
、
同
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
〇
〇
六
、
Ｓ
Ｂ

一
〇
二
〇
〇
の
西
北
方
に
位
置
す
る
池
Ｓ
Ｇ

一
〇
二
四
〇
、
Ｓ
Ｇ

一
〇
二
四
〇

か
ら
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇

へ
排
水
す
る
た
め
の
南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
〇
二
五
〇
、
Ｓ
Ｂ

一

〇
二
〇
〇
内
側
の
東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
〇
三
二
〇
な
ど
で
あ
る
。
門
Ｓ
Ｂ

一
〇
二
〇

〇
は
礎
石
や
根
石
は
な
く
、
基
壇
も
遺
存
状
況
が
わ
る
か
っ
た
が
、
礎
石
を
す

え
る
た
め
の
円
形
の
基
礎
地
業
を
検
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
桁
行
五
間
、
梁
行

二
間
、　
一
七
尺

（
五
，
一
ｍ
）
等
間
の
平
面
規
模
の
門
で
、
朱
雀
門
と
同
規
模

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

木
筒
は
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
、
Ｓ
Ｄ

一
〇
二
五
〇
、
Ｓ
Ｇ

一
〇
二
四
〇
、
Ｓ
Ｄ

一

〇
三
二
〇
の
四
個
所
の
遺
構
か
ら
総
計

一
一
一
七
点
出
上
し
、
平
城
官
跡
は
も

ち
る
ん
、
全
国
的
に
み
て
も

一
九
八

一
年
の
最
多
の
出
土
点
数
で
あ
る
。
な
お

Ｓ
Ｄ

一
〇
三
二
〇
の
出
土
木
簡
は
二
点
で
点
数
も
少
く
、
断
簡
な
の
で
特
に
か

れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
　
一
一条
大
路
北
側
溝
で
、
宮
の
南
面
の
外
堀
も
兼
ね
る
東
西

溝
で
あ
る
。
調
査
区
の
東
よ
り
で
は
幅
三

・
Ｏ
ｍ
、
深
さ

一
・
二
ｍ
で
あ
る
が
、

西
へ
行
く
に
つ
れ
て
幅
が
広
く
な
ヶ
、
南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
〇
二
五
〇
と
の
合
流
点

以
西
で
は
、
幅
は
一
〇
ｍ
を
こ
え
、
深
さ
は
一
・
五
ｍ
と
な
る
。
本
調
査
区
内

で
は
水
は
東
か
ら
西
へ
流
れ
る
。
門
Ｓ
Ｂ

一
〇
二
〇
〇
の
前
の
部
分
に
は
、
橋

脚
Ｓ
Ｘ

一
〇
二
六
〇
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
西
方
で
は
両
岸
を
杭
と
シ
ガ
ラ
ミ
で

護
岸
し
て
い
る
。
両
岸
の
位
置
は
変
遷
が
あ
り
、
い
く
度
か
改
修
を
う
け
て
い

る
。
堆
積
土
の
層
序
は
東
端
で
は
上

・
下
層
の
二
層
に
大
別
で
き
る
が
、
西
よ

り
で
は
合
流
す
る
Ｓ
Ｄ

一
〇
二
五
〇
の
水
流
な
ど
に
よ
っ
て
攪
乱
さ
れ
て
い
る
。

木
衝
は
一
〇
八
七
点
出
土
し
、
本
調
査
区
出
上
の
過
半
を
占
め
る
。
出
土
地

点
は
溝
全
体
に
わ
た
る
が
、
Ｓ
Ｄ

一
〇
二
五
〇
の
合
流
点
に
集
中
す
る
傾
向
が

み
ら
れ
、
本
溝
出
土
木
簡
に
は
Ｓ
Ｄ

一
〇
二
五
〇
か
ら
流
入
し
た
も
の
も
含
ま

れ
る
と
思
わ
れ
る
。



共
伴
遺
物
は
豊
富
で
あ
る
。
瓦
は
大
量
に
出
上
し
、
軒
瓦
は
平
城
官
Ｉ
、
就

中
藤
原
官
式
が
高
い
比
率
を
占
め
、
他
の
官
城
門

。
大
垣
地
域
の
調
査
と
同
じ

結
果
で
あ
る
。
土
器
は
平
城
官
Ⅲ
ｉ
Ｖ
の
土
師
器

・
須
恵
器
、
さ
ら
に
少
量
の

緑
釉

・
三
彩
陶
器
が
出
上
し
て
い
る
。
曲
物

・
杓
子

。
物
差

。
人
形

。
削
掛
け

。
人
面
墨
画
な
ど
の
木
製
品
、
性
甲
小
札
、
刀
装
具
、
刀
子
な
ど
の
金
属
製
品
、

和
同
開
林

・
万
年
通
宝

・
神
功
開
宝
な
ど
の
銭
貨
も
出
土
し
て
い
る
。
物
差
は

長
さ
が

一
尺
五
分
、　
一
分
刻
み
の
精
巧
な
作
り
で
、　
一
寸
Ｈ
二

・
九
五

伽

（平

均
）
で
あ
る
。
人
面
墨
画
は
寛
を
は
や
し
た
男
子
の
顔
の
正
面
像
で
顔
の
形
に

整
形
し
、
一異
面
に
は
頭
髪
を
描
く
と
と
も
に

「神
護
景
雲
」
と
墨
書
す
る
。
墨

書
土
器
は

「
霊
亀
二
年
七
月
知
」

「
厨
菜
」
「厨
」

「
常
」
「
盛
二
」
「
大
」
な
ど

が
あ
る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
雅
楽
寮
を
示
す
と
思
わ
れ
る

「雅
楽
寮
」

「
雅
楽
」
「
雅
」
の
三
点
で
あ
る
。
平
安
官
で
は
、
宮
城
諸
図
に
よ
れ
ば
、
雅
楽

寮
は
官
城
東
南
隅
に
位
置
す
る
が
、
す
で
に

『大
内
裏
図
考
証
』
が
説
く
よ
う

に

（故
実
叢
書
本
第
一
巻
六
七
頁
、
第
二
巻
二
五
人
頁
）、
『
拾
芥
抄
』
に
よ
れ
ば
、

南
面
西
門
の
皇
嘉
門
を
雅
楽
寮
門
と
号
し
、
ま
た
皇
嘉
門
を
入
っ
た
西
側
に
あ

る
治
部
省
が
雅
楽
寮
の
北
に
あ
る
と
記
す
か
ら
、
宮
城
図
に
定
着
す
る
以
前
の

一
時
期
に
雅
楽
寮
は
皇
嘉
問
を
入
っ
た
西
側
に
所
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
平
安
宮
雅
楽
寮
の
位
置
か
ら
み
て
、
雅
楽
寮
関
係
の
三
点
の
墨
書

土
器
に
よ
っ
て
平
城
宮
の
雅
楽
寮
も
南
面
西
門
近
辺
に
所
在
し
た
可
能
性
が
あ

ヱυ
。Ｓ

Ｄ

一
〇
二
五
〇
　
宮
内
の
池
Ｓ
Ｇ

一
〇
二
四
〇
の
東
南
隅
か
ら
南
面
大
垣

Ｓ
Ａ

一
二
〇
〇
の
下
を
通

っ
て
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
に
通
ず
る
南
北
溝
で
、
門
Ｓ
Ｂ

一
〇
二
〇
〇
の
西
八
ｍ
に
位
置
す
る
。
最
大
幅
八
ｍ
。
大
垣
の
位
置
で
は
、
Ｉ

期
開
渠
、
Ⅱ
期
暗
渠
、
Ⅲ
期
開
渠
、
Ⅳ
期
暗
渠
、
Ｖ
期
開
渠
と
い
う
五
期
の
変

遷
を
た
ど
り
、
Ⅳ
期
に
は
溝
全
体
が
暗
渠
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
北
端
の
溝

口
の
Ｓ
Ｇ

一
〇
二
四
〇
の
東
南
隅
に
は
導
水
を
調
節
す
る
施
設
Ｓ
Ｘ

一
〇
二
三

〇
を
、
南
端
の
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
と
の
合
流
部
に
は
河
原
石
の
石
組
み
の
水
受
け

の
施
設
を
設
け
る
。
木
簡
は
二
〇
点
が
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｇ

一
〇
二
四
〇
　
門
Ｓ
Ｂ

一
〇
二
〇
〇
の
西
北
方

一
四
ｍ
に
位
置
す
る
池

で
、
本
調
査
で
は
そ
の
東
南
隅
を
南
北

一
〇
ｍ
、
東
西
二
一
ｍ
の
範
囲
で
検
出

し
た
に
と
ど
ま
り
、
遺
存
地
割
か
ら
み
て
遺
構
は
さ
ら
に
調
査
区
の
北

。
西
方

へ
広
範
囲
に
広
が
る
と
思
わ
れ
る
。
深
さ

一
・
五
ｍ
。
南
岸
は
杭
と
シ
ガ
ラ
ミ

で
護
岸
す
る
。
こ
の
池
は
平
城
官
以
前
の
秋
篠
川
の
旧
流
路
を
利
用
し
て
造
ら

れ
た
と
思
わ
れ
、
出
土
土
器
か
ら
み
て
官
廃
絶
後

一
〇
世
紀
初
め
ま
で
存
続
す

る
。
池
底
に
は
何
個
所
か
の
凹
み
が
あ
り
、
木
簡
は
そ
の
凹
み
か
ら
八
点
出
土

し
て
い
る
。
他
に
釘
を
う
ち
こ
ん
だ
人
形
、
山
物
、
刀
子
、
和
同
開
弥
な
ど
が

出
土
し
て
い
る
。

四
　
第

一
次
朝
堂
廃
地
区

（第
一
一三
ハ
次
調
査
）

宮
中
央
部
の
第

一
次
朝
堂
院
と
称
す
る
地
区
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
北
か
ら

順
に
第
九
七

。
一
〇
二

。
一
一
一
次
と
調
査
を
実
施
し
て
、
東
第

一
・
二
堂
の

規
模
や
東
限
の
塀

・
築
地
の
変
遷
等
の
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
ま
た

第

一
一
九
次
調
査
に
よ
っ
て
南
門
と
南
限
の
塀
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
調
査
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地
は
第

一
次
朝
堂
院
地
区
の
東
南
隅
に
位
置
し
、
朝
堂
院
の
東
限
と
南
限
の
塀

の
取
り
付
き
状
況
に
つ
い
て
の
知
見
を
得
る
た
め
に
調
査
を
行

っ
た
。
そ
の
結

果
、
第

一
次
朝
堂
院
地
区
の
東
限
の
塀
は
南
限
の
塀
と
の
接
合
部
よ
り
南

へ
は

続
か
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。　
第

一
六

。
一
七
次
調
査
に
よ
っ
て
、　
朱
雀
門

の
北
の
、
平
安
官
の
応
天
門
に
相
当
す
る
位
置
に
は
関
が
存
在
し
な
か

つ
た
こ

と
が
粥
ら
か
に
な

つ
て
い
る
の
で
、
第

一
次
朝
堂
院
の
南
に
朝
集
殿
が
あ

っ
た

と
す
れ
ば
こ
の
地
区
を
区
画
す
る
塀
等
の
施
設
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な

フ０
。木

簡
が
出
土
し
た
の
は
朝
堂
院
東
限
か
ら
約

一
八
ｍ
東
に
あ
る
幅
二
ぞ
三
ｍ

深
さ
約
○

・
六
ｍ
の
平
城
宮
中
央
部
の
基
幹
排
水
路
の
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
七

一
五

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
溝
は
過
去
三
回
の
調
査
で
も
検
出
し
て
お
り
木
簡
も
出
土

し
た
。
溝
は
天
平
初
年
頃
と
平
安
時
代
の
二
回
の
改
修
を
受
け
て
い
る
こ
と
も

過
去
の
調
査
に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
。
今
回
出
土
し
た
木
簡
は
総
数
四
六
点

で
、
溝
に
架
設
さ
れ
た
橋
脚
と
考
え
ら
れ
る
柱
根
の
周
囲
に
形
成
さ
れ
た
木
質

遺
物
の
堆
積
層
に
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
溝
の
西
約

一
二
ｍ
に
あ
る
南
北
溝
か

ら
は

「弾
正
」

「
刑
省
」
と
墨
書
し
た
須
恵
器
が
出
上
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

一　
東
院
地
区

Ａ
期

斜
行
薄
Ｓ
Ｄ
八
六
〇
〇
Ｂ

①
　
。
「
故

『□
部
鳴
』
□
□

□
連
遣
道
□

回『若
□
部
』
若
垣
□
□
　
　
　
」

。
「
　
　
　
　
　
□
□

□
□
□
郡
翌

□
□
□
□
国
　
　
」

斜
行
溝
Ｓ
Ｄ
九
六
二
〇

②
　
　
ｘ□
花
又
如
之
但
柁
麒
×と

×
□
□
□
□
□
×

①
　
。
「＜
官
」

名
＜
官
」

④

　

「＜
南
新
防
壁
三
枚
＜
」

〔五
升
力
〕

働
一　
・
ｘ
五
“斗
剛
剛
釧
一
斗
□
□
郷
□
五
升
」

〔山
力
〕

・　
天
平
元
年
八
月
十
九
日

　

」

東
西
藩
Ｓ
Ｄ
三
一
九
三
Ａ

Ｏ

　

天
平
十
二
年
十
月
　
　
　
＜
」

μ�
Φ
×
（ヽ
卜）
×
〇　　〇∞
μ

（∞中）
×
（μ̈
）
×
μ　　
Φ∞
μ

『
ヽ
Ｘ
〕
い
×

μ
　
　
Ｏ
∞
中

μ
Φ
『
×
∞
卜
Ｘ
∞
　
　
〇
∞
岸

（μ∞
∞）
Ｘ
〕Φ
Ｘ
ヽ
　
　
〇
牌Φ

Ｇ
ｅ
ｘ
‘
ｘ
ヽ

８
Φ
　

Ｈ



Ｂ
期

斜
行
濤
Ｓ
Ｄ
三
一
一
三

⑦
　
。
「＜
備
前
國
上
道
郡
居
都
郷

名
＜
和
仁
マ
太
都
万
呂
五
斗

南
北
薄
Ｓ
Ｄ
三
二
九
七
Ｂ

Ｏ
　
。
「
返
抄
　
所
請
〔酬
記
七
斗
八
升
」

。
「
　
十
月
三
日
受
車
持
家
　
　
」

⑪
　
。
「＜
若
狭
国
遠
敷
郡
野
瞬
家
鎌
勝
×坐
速
×

名
＜
　
　
　
　
十
月
十
五
日

①

　

「＜
播
磨
回
賀
茂
那
□
□
郷
□
回
×

□
回
国
回
　
天
平
勝
弟
酢
ｘと

Ｃ
期

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
一
０
九

（い∞
∝
）
×
］
］
Ｘ
い　
　
０∞
”

μ
∞
枷
Ｘ
沖
や
メ
■
　
Ｏ
μ
ト

台
中ｅ
ｘ
器
ｘ
ヽ

８
Φ

含
獣
）
×
鶴
ｘ
い　
３
Φ

０
９
／
呂
ｘ
∞　
３
】

Ｇ
ｅ
ｘ
麒
×
∞　
ｏこ

（卜０）
×
・ωヽ
Ｘ
Φ
　
Ｏ∞Φ
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⑫　
　
　
　
□【酪
酢
韻

□
条
各
四
副

『十
掴
条
仁鞣籍細靱半祥
副』

「＜
備
前
回
□
　
□

三
百
文
上
了
『未
』□

⑮
　

口
□
　
　
酒
司

南
北
藩
Ｓ
Ｄ
九
六
二
一

回
□
□
回
□

①
　
一
伊
与
回
□
村
郡
□
井
郷
回
□
回

。
□
□
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霞
益
？
∞
一愁

二
　
内
裏
北
方
官
衝
地
区

南
北
湊
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
お

〔難
蕎
命
踏
ヵ〕

（鮫
じ
Ｘ
∞
ド
×
ω
　
ｏμ０

・
ロ
メ
　

　

　

　

ィ

・
天
平
十
九
年
十

一
月
二
日
使
□
×

□
□

「
天
平
十
二
年
回
□
五
日
　
案
欧
酢
配
□
□

〔駆
氏

□
申
陪
従
回
□

井
於
王

国
本
王

令
じ
×
（ど
）
×
中

富
μ　
　
２

（∞！゙
）
×
（【ヽ
）
Ｘ
枷　　ＯＰΦ

含
Ｏｅ
ｘ
（фｅ
ｘ
ф

畠
Ｆ

」
　
　
　
ф騨峙
×
、
×
中
　
ｏμド

（Ｆ
ｅ
ｘ
台
ｅ
ｘ
ヽ
　
３
一

企
い∪
×
金
じ
ｘ
∞

ｏＰ



⑤

　

「
　
　
　
　
車
持
宅
良

女
需
　
　
倭
茎
師
大
虫
　
　
　
天
平
十
八
年
潤
九
月
十
四
日
」

０
　
一　
□
□
【剛
乾
女
　
　
灯
小
女
笠
王
　
　
国
□
□
□
□
□
□

。　
　
　
　
　
天
平
十
八
年
十

一
月
十
三
日

①

　

「
次
長
高
市
息
継

×  カ

面

□三
配
　
　
　
安
曇
廣
刀
自

　

〔酬
妃

〔播
己

「＜
参
河
國
□
豆
郡
析
嶋
海
マ
供
奉
二
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤
＜
」

「
備
前
國
邑
久
郡
旧
井
郷
秦
勝
小
國
白
米
五
斗
」〕
Ｎ
枷

Ｘ

］
Ｏ

Ｘ

”

や
伽
〇
〉^

的
Ｎ

Ｘ

ヽ

⇔〕ω
×
（∞ヽ
）
×
伽　　〇解Φ

□
□
□

（伽ヽ
Φ）
×
（］伽）
×
枷　　〇∞μ

（
∞
∞
枷
）

×

（
∞
ヽ
）
×

〇
　
　
〇
∞
出

］
Φ
∞
×

�
Ｏ
×

”
　
　
〇
∞
μ

名
＜
上
蜜

一
斗
二
升
　
　
」

。
「
＜
天
平
□
年
六
丹
八
日
□
」

名
＜
　

　

□
鼠

　

　

　

」

。
つ
く
天
平
十
五
年
十
月
三
日
」
　
　
　
　
　
　
　
∞露
牌露
ω
畠
ф

⑪
　

「
七
気
九

一
斜
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ？
μマ
や
冨

⑩
　

「
南
元
龍
自
在
王
佛
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醤
溢
聟
ド
昌

⑪

　

□
帳
天
平
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（μじ
大
じ
大
じ

寓
μ

Ｏ
Ｌ
Ｏ
は
皆
細
い
楷
書
体
で
丁
寧
に
書
か
れ
、
使
用
し
た
材
も
入
念
な
仕
上

げ
で
あ
る
。
日
付
は
異
る
が
女
性
の
名
前
が
書
い
て
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
の

で
、
用
途
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

□□

「
＜
麻
子
二
斗
六
升
」
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£  寓

Q9 12 Qつ   l10  0)

駕  盟

更

古
田
郡
林
田
狙
醜

里
星
五
斗
進
占

「
長
見
庸
米
五
斗
」

名
近
江
國
犬
上
郡
」

名
川
原
郷
　
　
　
」

名
□獨
活
葦
爾

名
□
受

．
□
□

□〒
□臣

ド
『
Φ

Ｘ

（
中
『
）

Ｘ

∞

　

Ｏ
μ
μ

μ
ヽ
Φ

×

］
⇔

×

ヽ

　

〇
”
μ

（∞∞）
×
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Ｘ
�

Φ卜
Ｘ
（］
μ）
×
］

μ
∞
『

Ｘ

”
Ｏ
Ｘ

∞
　
　
〇
∞
〕



〓
一　
宮
城
南
面！
西
門

（若
犬
養
開
）
地
区

Ｓ
Ｄ
一
二
五
〇

①

　

「
衛
門
府
進
和
沃
二
斜
桐
訓
判
Ｈ
日
一

②

　

「
七
月
七
日
伊
久
理
檜
山
十
六
人

七
月
十
三
日
和
束
木
運
十
人

天
平
勝
賓
三
年
正
月
十
五
日
番
長
道
守
臣
努
刻
万
昌
．
」

十
五
日
入
十
人
　
七
月
十
九
日
入
十
人
両
檜
山

」

〇
岸
μ

〔右
力
〕
　
　
　
〔土
ヵ
〕

□
五
人
右
衛
□

和

　
和

〔以
力
〕

＜３，‐

０
「
常
陸
尉
那
賀
郡
人
公
子
部
牛
主
之
□
□
今
月
十
七
日
夜
自
大
學
寮
邊
被
盗
醜
随
錮
胴
田
剛
疏
ロノ、

名
人
等
若
有
見
露
者
諸
一邸
碓
ぎ
□
□
□
日
Ｈ
回
一欧
印
配
□
〔臥
酢
□六
酔
酔
ロア、
配

14)(71

。
「
左
衛
士
府
　
居
飼
物
部
回
□
×

。
「
　
　
　
　
　
天
平
勝
賓
ｘ
　
　
　
　
　
（μｇ
大
ｏヽ∀
∞

・
×
部
百
峰
榊
吐
軽
黒 ヵ
ギ

右
人
養
物
不
来

」

。
×
□
照
此
状
報
知

正
月
十
七
日
大
士心日
置
造
」

（］じ
赴
マ
∞

名
御
　
葬
時
服
衣
等
進
上
番
門
部
弄
　
」

名
内
物
等
歴
名
欲
請
附
得
万
呂
紅
期
款
□
」
　

　

μ∞招
∞々

枷

名
飴
栞
蒲
⊆

上
甲

。「日出国林焔鴨処頓聴一　、ヤ�螂姻一傘　　　　　　　　　（Ｓｅ×駕ｘ”　ｏｓ

甲
一言
校
一亀
鯉
融
鍋
酔

確
車絨
男
町

（中ヽ
〇）
Ｘ
∞Φ
Ｘ
⇔　　Ｏ
μΦ

⑨
　
・
同
Ｈ
□
　
　
　
秦
□
回

仙
秋
人
　
　
　
物
マ
人
足

〔右
力
〕

□
二
人
衛
□
　
　
同
川
□

・　
　
　
　
　
　
『□
湖
　
□
湖

Ｉ
　
　
　
　
　
　
Ｉ

和

　

　

　

和
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（ヽ
伽）
×
Φ

．
□
働
田マ
マ君
助
呂

一配
雅
げ
欺
鞘

一
三□
巖

♂

。
□
□
万
呂
　
□
千
足

額
田
マ
真
回

私
石
足
　
　
　
　
ロ
マ
牛
万
呂
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恙
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〇
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れ
Ｖ

⑭
　
。「〔酔
即
酔
騨
配
醜ト
ビ
ロ〔即
ヵ〕

・因
□
□
□〔酔
酔
功〕天歌
詭
辟
圏

名
造
西
佛
殿
司
解
申

ｏ
「
＝

廿

⑩
　
　
「暮口隔吐丈マ刺田　　剛田細□

。
「
御
門
司
所
．醜
解
、
ヵ
′

・
．
躍
鵡
祠
攀
脚
阿
造 ×
司
主
□
』
×

『
御
□
□
□

。「　
　
　
　
　
□
□
　
□
　
　
　
九
一月姐
♂
§
Ｎ／
含
∀
ヽ

〔書
と

。ｘ回
門
司
　
米
和柄
送ァ、辞姻
岨殖絆
　
　
　
　
　
」

〔佐
力
〕

・
　
　
×
月
十
四
日
主
典
従
八
位
上
□
奈
黒
麻
呂
」
（］］『）
Ｘ
］Φ
×
９

〔移

と

名
造
西
仏
殿
司
□
□
若
犬
養
門
　
　
　
右
為
□
泉
□
×

〔如
件
力
Ｘ
状
以
移
己

名
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
回

×

側
　
。
「
　
　
　
　
靱
只
貸
麻
呂

東
内
官
守
　
桑
回
×

『
家
式
』
桑
×

名
合
五
人
　
　
五
月
×

『細廂回
□
□
』

〔門
力
〕

名
典
薬
寮
移
　
□

×

右
件
表
勿
□

×

〔月
十
力
〕

や
「
　
　
　
　
八
□
□

×

棚
　
。
「＜
備
前
回
三
野
郡
津
嶋
マ
里
」

〔庸
ヵ
〕

ｏ
「＜
日
津
嶋
マ
木
上
一
俵
　
　
」

（中
Ｎ∞
）
Ｘ
（⇔
）
×
頓

右
為
買
材
木
泉
津

〔従
八
位
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と
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□
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□
□
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名
進
上
　
氷
三
荷
丁
刑
部
真
塩
　
　
　
　
　
　
　
　
」

。
「
　
　
　
神
亀
六
年
五
月
十
九
日
少
山
部
得
太
理
」∞∞『
Ｘ
∞ヽ
×
ヽ

「＜
但
馬
国
衛
士
車
持
足
月
養
錢
六
百
文
府
置
死
人
分
＜
」

∞Ｐ∞×
や頓×
Ｎ
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働

「≦

訥

騨

供
人
副
物
□

一
斤
□
両
」

働

衰

阿
倍
大
尉
訣

彎

千
文
　
　
　
　
　
」

。
「＜
知
川
内
廣
里

計
盟
フ
呂
□
□
　
　
」

鉛
　
。
「＜
田
原
錢
五
千
文
」

皇
計
鋸
鉄
詳

ω
　
名
論
語
序
論
言
　
」

。
「
墾覗
〓口　　　　　　　　」

Ｓ
Ｄ

一
０
二
五
〇

Ｓ
Ｄ

一
二
五
０
　
年
紀

。
年
号
つ
あ
る
も
の
は
神
亀
三
年

（
七
一一一Ｃ

か
ら

神
護
景
雲
（七
六
七
！
北
七
〇
）
ま
で
の
も
の
が
一
四
点
あ
り
、
ほ
か
に
霊
亀
元

年

（七
一
五
）
以
前
の
郡
里
記
載
の
荷
札
が
二
点
、
内
容
か
ら
天
平
宝
字
八
年

（七
一ハ
四
）、
神
護
景
雲
元
年
以
降
、
延
暦
元
年

（七
八
一０

と
推
定
さ
れ
る
も
の

が
各

一
点
あ
る
の
で
、
本
溝
出
上
の
木
簡
は
奈
良
時
代
初
頭
か
ら
末
期
ま
で
の

も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
木
筒
の
内
容
分
類
で
は
、
文
書
、
貢
進
物
付

札
、
物
品
付
札
、
習
書
の
す
べ
て
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。
内
容
の
顕
著
な

も
の
ご
と
に
問
題
点
を
整
理
し
て
お
く
。

∧
衛
門
府
の
門
司
Ｖ
　
衛
門
府
と
衛
士
府
に
関
す
る
も
の
が
ま
と
ま
っ
て
出

土
し
て
い
る
。
衛
門
府
の
和
炭
を
進
め
る
文
書
二
点
ω
、
左
衛
士
府
の
文
書

一

点
ω
な
ど
が
両
衛
府
に
関
し
て
明
ら
か
な
も
の
で
、
ま
た
御
葬
の
服
衣
を
進
め

ら
れ
た
門
部
と
内
物
の
歴
名
の
請
求
文
書
０
は
、
内
物
は
内
物
部
で
門
部
と
と

も
に
衛
門
府
に
所
属
す
る
か
ら

（職
員
令
衛
門
府
条
）、　
衛
門
府
関
係
の
も
の
で

あ
り
、
御
問
司
所
の
催
と
司
あ
て
の
解
①
や
門
司
へ
の
米

・
醤
の
送
り
状
⑫
な

ど
門
司
関
係
の
も
の
も
、
後
述
の
よ
う
に
や
は
り
衛
門
府
関
係
の
も
の
で
あ
る
。

衛
士
の
歴
名
や

「某
列
」
と
記
す
衛
士

・
火
頭
の
歴
名
⑦

・
①
、
衛
士
、
火
頭

の
養
銭
付
札
六
点
⑩
ｌ
の
や
養
物
未
到
に
関
す
る
文
書
０
な
ど
衛
士

・
火
頭
関

係
の
も
の
（
さ
ら
に
督
に
関
す
る
文
書
⑬
、
少
志
と
あ
る
断
簡
、
阿
倍
大
尉
の

銭
の
付
札
働
な
ど
衛
府
の
官
職
の
あ
る
も
の
は
衛
門
府
か
衛
士
府
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

一
群
の
衛
府
関
係
木
簡
は
、
南
面
西
門
の
前
面
の
溝
か
ら

出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
衛
門
府
や
衛
士
府
の
本
府
と
い
う
よ
り
は
、
同

一一酌
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1981年出上の木簡

門
の
守
衛
に
当

っ
た
衛
門
府
の
詰
所
す
な
わ
ち

「
門
司

（所
産

関
係
の
木
簡
が

廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
「
門
司
」
の
語
は
令
に
三
条
み
え

（官
衛
令

‐５
奉
勅
夜
開
関
条

・
弱
儀
伏
軍
器
条

。
２５
諸
門
出
物
条
。　
た
だ
し
１５
条
で
は
大
宝
令
で

「門
司
」
と
す
る
の
を
養
老
令
で

「衛
府
」
に
改
め
る
）、　
‐８
条
の
義
解
は

「
門
司
者

衛
府
也
」
と
解
す
る
が
、
１５

。
２５
条
で
は

「
門
司
」
は
「
衛
府
」
と
区
別
さ
れ
、

２５
条
で
は
門
司
は
物
資
の
諸
門
か
ら
の
搬
出
に
際
し
て
門
勝
と
物
資
の
勘
校
に

当
る
か
ら
、
門
司
と
は
諸
門
に
お
い
て
門
の
守
衛
に
当
る
衛
府
の
官
人
の
詰
所

と
考
え
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｄ

一
〇
二
五
〇
木
簡
に

「
小
子
部
門
司
」
と
あ
る
よ
う
に

鰯
、
門
司
は
門
ご
と
に
お
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宮
城
門
は
衛
門
府
の
門
部
が

「
主
当
門
司
」
と
し
て
衛
士
を
率
い
て
守
衛
に
当
る
（職
員
令
５９
衛
門
府
条
、
『令
集

解
』
官
衛
令
官
閣
門
条
所
引
古
記
、
『類
乗
三
代
格
』
大
同
三
年
七
月
二
六
日
官
奏
、
『延

喜
式
』
左
衛
円
府
式
衛
門
条
）。　
ま
た

『
延
喜
式
』

に
よ
れ
ば
官
城
門
の
諸
門
に

は

「守
屋
」
（左
衛
門
府
式
守
屋
条
）、
朱
雀
門
に
は

「東

・
西
代
舎
」
が
お
か
れ

た
と
あ
る
か
ら

（式
部
式
下
大
祓
条
）、　
門
司
の
置
か
れ
る
施
設
は
守
屋
、　
伎
舎

と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
出
上
の
衛
府
関
係
の
一
群
の
木
簡
は
、

衛
門
府
の
門
部

。
衛
士
ら
が
上
番
す
る
南
面
西
門
の
門
司

（施
設
と
し
て
は
守
屋

・
伏
杢
じ

関
係
の
木
簡
が
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。　
⑪

・
⑫
の
木
簡

の

「御
門
司
所
」

「
門
司
」

は
ま
さ
し
く
こ
の
門
司
に
当
り
、
④
の
造
西
仏
殿

司
移
の
充
先
の

「
若
犬
養
門
」
は
若
犬
養
門
司
の
意
で
あ
ろ
う
。
某
列
の
衛
士

火
頭
の
歴
名
、
そ
の
他
の
衛
士
歴
名
は
門
司
に
上
番
し
た
衛
士

・
火
頭
の
管
理

の
た
め
の
文
書
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
衛
士

・
火
頭
と
粥
記
は
な
い
が
、
国
名
を

記
し
た
も
の
を
含
む
歴
名
の
断
簡
　
（『平
城
官
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
十
五
』
二

三
―
二
五
頁
）

も
同
類
で
あ
ろ
う
。　
衛
士
火
頭
の
養
銭
付
札
六
点
は
門
司
の
衛

士

・
火
頭
に
支
給
さ
れ
た
養
銭
に
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
が
廃
棄
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
衛
士

・
仕
丁
の
養
物
は
い
う
ま
で
も
な
く
養
老
二
年

（七
一
八
）
四

月
彼
ら
の
資
養
の
た
め
に
出
身
房
戸
の
雑
用
代
物
を
送
る
制
度
に
始
ま
る
３
令

集
解
』
賦
役
令
仕
丁
条
所
引
同
年
格
）。
貢
進
さ
れ
た
養
物
は
民
部
省
に
収
納
さ
れ

た
ら
し
く
　
（天
平
宝
字
六
年
二
月
二
〇
日

「奉
写
石
山
大
般
若
所
解
」
『大
日
本
古
文

圭
屋
　
一
五
十
一
七
〇
頁
、
『延
喜
式
』
民
部
上
）
そ
こ
か
ら
衛
門

。
衛
士
府

へ
下
さ

れ
、
さ
ら
に
関
司
な
ど
各
部
所
の
衛
士
、
火
頭

へ
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

①
の
付
札
は

「府
置
死
人
分
」
の
記
載
が
あ
り
、
全
文

一
筆
で
墨
書
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
衛
門
府
あ
る
い
は
衛
士
府
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
衛
府
本
府
か

ら
門
司
へ
の
養
銭
の
移
動
を
裏
づ
け
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
養
物
の
不
到
を
報

知
す
る
文
書
０
も
、
差
出
者
が
衛
府
の
大
志
で
あ
る
か
ら
同
じ
く
本
府
か
ら
門

司
あ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
庸
米
の
付
札
三
点
④
も
、
庸
物
が
衛
士
の
食
料
に

も
用
い
ら
れ
る
か
ら

（賦
役
令
２
計
帳
条
）
門
司
の
衛
士
ら
が
消
費
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
木
筒
以
外
の
遺
物
で
も
佳
甲
小
札

・
刀
装
具
な
ど
の
武
器
は
門
司
関

係
の
も
の
で
、
門
司
に
上
番
し
た
門
部

・
衛
士
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
門
司
関
係
の
も
の
の
中
に
は
個
別
的
に
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
③

は
御
葬
の
時
に
服
衣
を
進
め
ら
れ
た
門
郡
と
内
物
部
の
歴
名
の
請
求
文
書
で
あ

る
が
、
こ
の
葬
儀
は

「葬
」
字
に

「御
」
を
冠
し
、
ま
た
そ
の
上
を
閉
字
に
し

て
い
る
所
か
ら
み
て
（公
式
令
２３
閉
字
条
の
規
定
で
は

「葬
」
は
閾
字
に
は
な
ら
な
い



が
）、
太
上
天
皇

・
天
皇

。
三
后
な
ど
に
関
す
る
葬
儀
で
あ
り
、

さ
ら
に

「
正

月
六
」
の
日
付
か
ら
み
て
、
天
応
元
年

（七
八
５
　
一
一
一月
二
三
日
に
崩
じ
、

延
暦
元
年

（七
八
一σ

正
月
七
日
に
営
ま
れ
た
光
仁
太
上
天
皇
の
葬
儀
と
考
え

ら
れ

Ｇ
続
日
本
紀
し
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
が
Ｓ
Ｄ

一
二
五
①
の
中
で
は
最
新
の
年
代
を
推
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
衛
士

・
火
頭

の
養
銭
付
札
六
点
の
ｌ
②
は
、
こ
れ
ま
で
平
城
宮
跡
で
出
土
し
て
い
る
養
物
付

札
四
点

（『平
城
宮
木
簡
三
』
三
〇
七
六
補
注
参
照
）
を

一
挙
に
増
加
さ
せ
た
。
こ

れ
ら
付
札
の
書
式
は
、
①
を
除
き
国
十
郡
＋

（郷
）
十
人
名
で
、　
人
名
に
衛
士

・
火
頭
を
冠
す
る
例
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
載
は
、
調
な
ど
の
他
の
貢
進
物
の

付
札
と
は
異
な
っ
て
、
養
物
の
受
取
者
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
付

札
は
⑩
の
よ
う
に
衛
府
本
府
で
付
け
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
皆
無

で
は
な
い
が
、
今
回
出
上
の
五
点
に
は
木
筒
の
材
や
書
跡
に
共
通
性
が
み
ら
れ

な
い
か
ら
積
極
的
に
そ
う
は
い
え
ず
、
や
は
り
諸
国
で
付
け
ら
れ
た
付
札
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
養
物
は
諸
国
か
ら
某
分
と
し
て
受
取
者

を
指
定
し
て
送
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
民
部
上
に
養
物
は

「専
入
二

正
身
こ
　
れ
る
こ
と
や
逃
亡
し
た
場
合
は
替
り
に
上
番
し
た
者
に
支
給
す
る
と

い
う
規
定
が
あ
り
、
ま
た
⑤
の
文
書
の
よ
う
に
あ
る
個
人
の
養
物
未
到
が
問
題

に
さ
れ
た
の
は
、
養
物
が
こ
の
よ
う
に
受
取
者
が
決
め
ら
れ
て
送
ら
れ
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
書
で
は
受
取
者
の
下
に
年
齢
と

「右
目
下
黒
子
」
の
身

体
的
特
徴
の
注
記
が
あ
り
、
同
種
の
注
記
は
天
平
宝
宇
五
年
二
月
二
二
日
付
の

奉
写

一
切
経
所
解
の
火
頭
養
物
請
求
文
書

（『大
日
本
古
文
書
』
一
五
十
一一七
頁
）

の
火
頭
各
人
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
注
記
は
養
物
支
給
に
当

っ
て
、
年
齢

と
身
体
的
特
徴
に
よ
っ
て
受
取
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の

で
、
ま
さ
に
養
物
を

「専
入
二
正
身
こ

れ
る
た
め
の
処
置
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
養
物
が
諸
国
か
ら
某
分
の
も
の
と
し
て
送
ら
れ
る
の
は
、
養
老
二
年
格
で
養

物
が
出
身
一房
戸
の
雑
得
代
物
を
送
る
と
い
う
制
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
貢
進
の

戸
と
受
取
者
の
間
に
強
い
紐
帯
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「東
内
宮
守
」
の
文
書
断
簡
９
は
門
司
の
木
簡
と
直
接
関
係
す
る
か
は
詳
ら

か
で
な
い
が
、
平
城
官
内
の
東
内
に
関
す
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
東
内

は
、
平
城
官
東
張
出
部
に
所
在
し
天
平
神
護
元
年
か
ら
造
営
さ
れ
る
東
院
に
引

き
続
き
、
神
護
景
雲
元
年
か
ら
造
ら
れ
る
。
東
内
は
東
院
を
中
枢
部
と
す
る
一

郭
で
、
称
徳
天
皇
の
た
め
の
、
内
裏
に
准
ず
る
離
官
的
な
性
格
の
施
設
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
の
木
簡
で

「東
内
官
守
」
と
記
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
性
格
を
考
え

る
史
料
と
な
る
。

Ａ
若
犬
養
門
と
小
子
部
門
∨
　
弘
仁

・
貞
観

・
延
喜
式
陰
陽
寮
式
や
平
安
宮

の
諸
図
に
よ
れ
ば
、
長
樹
官
と
創
建
当
初
の
平
安
宮
で
は
南
面
西
門
は
若
犬
養

門
と
称
し
た
。
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
か
ら
は
、
若
犬
養
門
あ
て
の
造
西
仏
殿
司
移
０

と
考
犬
養
門
と
あ
る
断
簡
が
出
上
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
Ｓ
Ｄ

一
〇
二
五
〇

か
ら
は
小
子
部
門
司
あ
て
の
内
膳
司
牒
鰯
も
出
土
し
て
い
る
。
小
子
部
門
に
つ

い
て
は
、
す
で
に

『
平
城
宮
木
筒
三
』
に
お
い
て
東
院
の
南
面
門
付
近
か
ら
出

上
し
た

「小
子
門
」
木
簡
に
よ
っ
て
、
同
門
が
小
子
門
で
、
小
子
門
の
門
号
は

小

（少
）
子
部
連
氏
に
基
づ
く
小
子
部
門
の
意
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
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そ
の
後
藤
原
宮
東
面
北
門
付
近
の
外
堀
か
ら

「
少
子
部
門
」
の
木
簡

Ｑ
藤
原
宮

出
土
木
簡
四
』
四
頁
）、　
さ
ら
に
今
回
平
城
官
か
ら

「
小
子
部
門
司
」
の
木
簡
が

出
上
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
原

・
平
城
官
に
は
官
城
門
号
と
し
て
、
弘
仁

・

貞
観
式
に
は
み
え
な
い
小
子
部
門
が
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
今
回
南
面
西
門
付
近
か
ら
小
子
部
門
と
若
犬
養
門
の
木
筒
が
出
土

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
両
門
号
の
配
置
に
つ
い
て
新
た
な
問
題
が
生
じ
た
。
現
在

私
は
断
案
を
も
た
な
い
が
、
藤
原
官
東
面
外
堀
か
ら
の

「
少
子
部
門
」
木
筒
と

平
城
宮
東
張
出
部
に
始
け
る

「小
子
門
」
木
筒
の
出
土
、
平
城
官
南
面
西
門
付

近
の

「若
犬
養
門
」
木
筒
の
出
土
と
長
岡

・
平
安
官
に
お
け
る
若
犬
養
門
の
位

置
、
さ
ら
に
平
安
宮
に
お
け
る
若
犬
養
門
＝
皇
嘉
門
＝
雅
楽
寮
門
と
関
係
す
る

「雅
楽
寮
」
の
墨
書
土
器
の
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
か
ら
の
出
土
な
ど
の
史
料
の
全
体

的
な
判
断
に
た
て
ば
、
や
は
り
東
院
南
面
門
が
小
子
部
門
、
南
面
西
門
が
若
犬

養
門
と
み
る
の
が
可
能
性
が
高
い
と
思
う
。

∧
告
知
札
と
大
学
寮
∨
　
大
学
寮
辺
で
盗
ま
れ
た
常
陸
国
那
賀
郡
人
公
子
部

牛
主
の
馬

（欠
損
の
た
め
よ
め
な
い
が
鹿
毛
と
注
記
さ
れ
て
い
る
の
で
馬
で
あ
ろ
う
）

の
捜
索
を
告
知
し
た
告
知
札
０
は
、
そ
の
内
容
の
お
も
し
ろ
さ
は
も
と
よ
り
、

平
城
京
の
大
学
寮
の
位
置
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
平

城
京
東
三
坊
大
路
東
側
溝
Ｓ
Ｄ
六
五
〇
か
ら
九
世
紀
の
告
知
札
四
点
が
出
上
し

て
い
る

（『平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
Ⅵ
し
。
こ
れ
ら
の
告
知
札
と
比
較
す
る
と
本
衝

は
書
式
に
お
い
て
異
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
記
載
内
容
は
ほ
ば
同
じ
で
あ
り
、

長
さ
は
Ｓ
Ｄ
六
五
〇
出
土
の
完
形
の
三
点
の
八
七

・
六
を

一
一
三

・
四

側
に
対

し
て
七
〇

。
二
飢
で
少
し
短
い
が
、
通
常
の
文
書
木
筒
に
く
ら
べ
て
長
大
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
告
知
札
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
Ｓ
Ｄ
六
五

〇
の
告
知
札
は
下
端
を
地
面
に
突
き
さ
す
た
め
に
両
側
か
ら
削

っ
て
尖
ら
せ
て

い
る
が
、
本
簡
は
墨
書
部
分
に
か
か
っ
て
斜
め
に
切
断
さ
れ
て
い
る
。
表
一暴
の

文
章
は
連
続
す
る
と
み
ら
れ
、
斜
め
の
切
断
は
文
字
に
か
か
り
二
次
的
な
整
形

と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
下
端
の
切
断
は
、
廃
棄
す
る
に
当

っ
て
地
面
に
突
き

さ
し
て
あ
る
も
の
を
根
元
で
上
か
ら
斜
め
に
切
断
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お

年
号
は
完
全
に
釈
読
で
き
な
い
が
、

「
平
」
字
の
下
は
一
冠
の
文
字
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
年
紀
は

「
八
年
」
で
、
さ
ら
に

「歳
」

で
な
く

「年
」

で
あ
る
こ

と
か
ら

「
天
平
」
を
冠
す
る
四
年
号
の
う
ち
天
平
宝
字
と
推
定
さ
れ
る
。
馬
は

大
学
寮
辺
で
盗
ま
れ
、
告
知
の
対
象
は
完
全
に
釈
読
で
き
な
い
が

「諸
生
徒
」

な
ど
大
学
寮
関
係
者
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
告
知
札
は
大
学
寮
辺
に
立
て

ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
平
安
京
で
は
大
学
寮
は
、
宮
城
と
二
条
大
路
を
隔

て
た
左
京
三
条

一
坊

一
・
二

・
七

・
八
坪
に
所
在
し
た
。
こ
の
平
安
京
で
の
官

の
南
面
外
の
位
置
を
参
考
に
し
て
、
本
簡
の
出
土
地
点
か
ら
み
る
と
平
城
京
大

学
寮
は
右
京
三
条

一
坊
に
所
在
し
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

∧
催
造
司
と
造
西
仏
殿
司
∨
　
催
造
司
主
典
あ
て
の
御
門
司
所
の
解
①
と
造

西
仏
殿
司
関
係
の
文
書
三
点
④
ｉ
ω
は
い
ず
れ
も
造
営
官
司
が
み
え
、
こ
の
は

か
山
作
所
と
あ
る
断
筒
、
和
束
の
柚
山
や
伊
久
理
檜
山
で
の
役
夫
の
就
労
の
文

書
②
な
ど
造
営
関
係
の
も
の
が
あ
る
。
①

・
０
は
そ
れ
ぞ
れ

「御
門
司
所
」
と

「若
犬
養
門
」
と
の
間
に
と
り
か
わ
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
か
ら
、
門
の
物
資
通



行
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
催
造
司
は
神
亀
元
年

（七
一一四
と
二
月
に
設

置
さ
れ

（『続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
三
月
壬
年
条
）、　
天
平
六
年

（
七
一一一四
）
五
月
ま

で
存
続
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

（天
平
六
年
興
福
寺
西
金
堂
造
仏
所
作
物
帳
案
、

『大
日
本
古
文
書
』
一
十
五
五
三
頁
）。
養
老
五
年

（七
二
５

八
月
開
始
さ
れ
た
平

域
官
内
の
改
作
を
う
け
て
、
神
亀
元
年
二
月
の
聖
武
天
皇
の
即
位
を
契
機
に
、

改
作
を
推
進
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
臨
時
の
造
営
官
司
で
、
造
官
省
を
統
轄

し
、
造
営
の
督
促
に
当

っ
た
。
職
員
は
長
官
と
し
て
監
二
員
が
任
ぜ
ら
れ
た
が

３
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
九
月
戊
寅
条
）、
本
簡
か
ら
主
典
の
存
在
が
確
認
で
き
、

四
等
官
制
を
採

っ
た
と
み
ら
れ
る
　
（拙
稿

「
八
世
紀
造
官
官
司
考
」、
奈
良
目
立
文

化
財
研
究
所

『文
化
財
論
叢
』
所
収
予
定
）。　
造
西
仏
殿
司
は
初
見
の
官
司
名
で
、

⑭
に
は
天
平
八
年

（
±
三
Ｃ

の
年
紀
が
あ
る
。　
仏
殿
は
金
堂
の
こ
と
で
、　
天

平
八
年
ご
ろ
西
金
堂
を
造
営
し
た
平
城
京
内
の
大
寺
と
い
え
ば
、
天
平
六
年
正

月
光
明
皇
后
が
母
橘
三
千
代
の
周
忌
に
供
養
し
た
興
福
寺
西
金
堂
が
当
り
、
造

西
仏
殿
司
は
こ
の
西
金
堂
造
立
の
た
め
に
設
け
た
官
司
と
考
え
ら
れ
る
。
同
堂

の
造
営
に
つ
い
て
は
福
山
敏
男
氏
の
研
究
に
詳
し
く
、
皇
后
宮
職
が
造
営
に
当

っ
た
と
考
え
て
い
る
が
３
奈
良
時
代
に
於
け
る
興
福
寺
西
金
堂
の
研
究
」
『日
本
建
築

史
の
研
究
』
所
収
）、　
こ
れ
ら
の
木
簡
に
よ
っ
て
造
西
仏
殿
司
と
い
う
臨
時
の
官

司
が
設
け
ら
れ
、
開
眼
供
養
後
天
平
八
年
ま
で
な
お
造
営
が
続
け
ら
れ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
同
司
は
皇
后
宮
職
と
密
接
な
関
係
を
も

っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
ほ
か
典
薬
寮
、
内
蔵
佐
官
、
大
膳
下
走
な
ど
の
官
司
。
官
職
に
関
す
る

文
書
断
簡
が
あ
り
、
付
札
で
は
田
原
鋳
銭
司

Ｇ
続
日
本
紀
』
神
護
景
元
年
一
二
月

乙
酉
条
）
か
ら
の
進
上
銭
付
札
ｍ
、
習
書
で
は

「
論
語
序
」
①
と
あ
る
も
の
が

興
味
深
い
。

Ｓ
Ｄ

一
〇
二
五
〇
　
一剛
述
の
内
膳
司
牒
②
の
差
出
者
「典
膳
雀
□
□
酢
解
□こ
」

は
天
平

一
七
年
四
月
か
ら
天
平
勝
宝
三
年
二
月
ま
で
内
膳
司
典
膳
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
雀
部
朝
臣
真
人
３
大
日
本
古
文
垂
屋

二
十
四
〇
六
頁
、
『続
日
本
紀
し

と
推
定
さ
れ
、
こ
れ
が
年
代
の
推
定
で
き
る
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
膳

司
牒
と
の
関
連
で
、
贄
に
関
す
る
文
書
①
が
注
意
さ
れ
る
。
事
書
き
の
下
の
猪

山

・
鹿
山

・
深
な
ど
の
記
載
は
贄
の
採
取
地
を
示
す
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
贄
の
採
取
地
を
定
め
て
い
た
ら
し
い
こ
と
と
も
に
、
猪
山

。
鹿
山
に
つ
い

て
は
水
産
物
だ
け
で
な
く
獣
類
の
贄
を
重
視
す
る
近
年
の
贄
研
究
の
中
で
注
目

さ
れ
る

（『日
本
経
済
史
を
学
が
⑬
』
石
上
英
一
論
文
）。
猪

・
鹿
宍
の
贄
は
近
江
国

か
ら
元
日
料
と
し
て
各
四
枚

（四
枝
ヵ
）
貢
進
さ
れ
る
定
め
で
３
延
喜
式
』
内
膳

式
、
『西
宮
記
』
巻
一
〇
裏
圭
じ
、　
ま
た
藤
原
官
木
簡
に
よ
れ
ば
、
信
濃
国
伊
奈
評

か
ら
鹿
大
贄
が
貢
進
さ
れ
て
い
る

（『藤
原
官
出
土
木
簡
五
』
一
三
頁
）。

Ｓ
Ｇ

一
〇
二
四
〇
　
⑩
大
嶋
里
の
荷
札
が
あ
り
、
霊
亀
元
年
以
前
の
も
の
で

あ

る

。
四
　
第

一
次
朝
堂
院
地
区

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
七
一
五

①
　
・
少
疏
日
下
部
直
三
竪
□
□

。
□
□
　
　
　
　
　
　
□
□
　
　
　
　
　
　
（悪
∀
ｑ
∀
”
ｏ‘
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14)(3) 12)

同 同 同

〔蔵

と

×
□
省
少
主
鑑

〔坊
力
〕

×
□
木
屋
回
□
×

（μや〇）
×
（∞）
Ｘ
∞　　〇∞
μ

（〇『）
Ｘ
（⇔）
Ｘ
∞　　
〇∞μ

ｘ
□
ぃ酔
ヵ
〕
　

ロ
ー十
日
日

　
ヽ
海
真
□
　
ヽ
安
倍
家
足

×
□
良
　
　
ヽ
〓
一嶋
□
調
　
ヽ
白
髪

マ
倉
□

×
下
部
□
□
回
　

脇ヽ
“参
家
公
　
ヽ
阿
刀
□
□
□

×
□
伯
大
回
　
ヽ
石
寸
浄
野

・
×

『
□
　
□
　
□
　
飯
事
　
飯
　
飯
　
飯

□　□
　□回合　〔咽力〕□　□
（］地峯（島）×］ｏ∞ト

も
「蒟
謙
力〕門
側
一酬
刊
岡
脂
〔酢Γ

第
九
七
次

・
一
〇
二
次

。
一　
一
一
次
調
査
に
お
い
て
同
濤
の
上
流
を
検
出
し

た
時
に
は
、
神
亀
三
年
を
天
平
三
年
頃
の
官
内
で
の
造
営
事
業
に
関
す
る
木
簡

が
多
数
出
上
し
た
が
、
今
回
は
０
以
外
に
は
造
営
関
係
木
簡
は
見
ら
れ
な
い
。

９
　
関
係
文
献

膝
鵬
躙
姓
腋

『
昭
和
５５
年
度
平
城
官
跡
発
掘
調
査
概
報
』
　
　
　
一
九
八
一
年

同
　
　
　
『
昭
和
５６
年
度
平
城
官
跡
発
掘
調
査
概
報
』
　
　
　
一
九
八
二
年

『
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
十
五
』

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
３
留
』

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
ｇ
駕
』

一鋤坤南．地韓一蜘叫軸麟旺踊 九
八
二
年

九
八

一
年

九
仝

一年

坤
蜘
峠
的
一




